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大地のめぐみ
平戸市農業委員会から農地所有者の皆さんへ

問  農業委員会事務局
　 （農業振興課内）☎22-9172

　農地の転用とは、農地を宅地や雑種地など農地以外の目的に使用することです。
　農地を転用する場合は農業委員会の許可または届出が必要であり、許可を受けずに違反転用した場合、３年以下
の懲役または300万円以下（法人は１億円以下） の罰金を科せられる場合があります。
　また、農地を改良する場合（農地のかさ上げや、小さな農地をまとめたいなど）も農業委員会へ届出が必要です。
　農地の転用を考えている場合は、まず、農業委員会へご相談ください。

ストップ！農地の違反転用

農業者年金が老後をサポート

　少子高齢化に強い積立方式・確定拠出型の年金です。
　次の要件に該当する農業従事者が加入できます。
○加入要件　①国民年金第1号被保険者
　　　　　　②年間60日以上農業に従事
　　　　　　③20歳以上60歳未満の人または、60歳
　　　　　　　以上65歳未満の国民年金任意加入者
○税制優遇措置　保険料は全額、社会保険料控除の対
　象となるため、所得税や住民税の節税につながります。
※年金は生涯支給されます。加入者や受給者が80歳未
　満で亡くなった場合は「死亡一時金」の制度があります。
※条件を満たすと、保険料の国庫補助が受けられます。

　 農業経営基盤強化促進法が令和５年４月に改正され、
「人・農地プラン」は「地域計画」として法定化されまし
た。地域計画とは、農業者や地域の皆さんの話し合い
から地域における将来の農地利用の姿を明確化した設
計図のことです。皆さんの意見を聞き、将来の農地利
用の在り方を可視化した「目標地図」を作成します。
　計画を進めていく中で、話し合いへの参加や、担い
手・農地利用などの意向確認などが必要となる場合が
ありますので、ご協力ください。

「地域計画」の策定が法定化されました
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最低賃金改定

　10月13日から、長崎県の最低賃金が改定されていま
す。農作業の受委託を行う場合は１時間当たり「898
円」を下回らないようご留意ください。

農地の貸借のご相談は農業委員会へ

　 農地は、法律・制度に基づき貸借することができま
す。口約束での貸借は、双方の誤解からトラブルになる
ケースも珍しくありません。農地を貸借する際は、必ず
農業委員会へご相談下さい。

農地法
第３条

農地中間
管理制度

貸借の許可を受けるもので、解約時に
も許可が必要です。

農地を貸借する際に、一度、農地中間
管理機構（農地バンク）へ預け、農地バ
ンクを通して利用権を設定する方法です。
貸主は、確実な賃料の収入が期待でき、
借主は、周辺農地に規模拡大したい場
合など、公社とのやりとりで農地を貸
借することができます。

根拠法令 制度の特徴

全国農業新聞

　農業委員会のネットワークが発行する週刊（月４回金
曜日発行）の農業総合専門誌
○申込先　▶農業委員会事務局
　　　　　▶地区農業委員
○購読料　月額７００円


